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第１４回議会運営委員会会議録 

 

１ 開会日時 平成28年11月18日（金）午後１時30分 

２ 閉会日時 平成28年11月18日（金）午後２時８分 

３ 会議場所 議会委員会室 

４ 出席委員        

       ４番 保田  守君   ６番 治徳 義明君   ７番 原田 素代君 

      １１番 福木 京子君  １３番 岡崎 達義君  １４番 下山 哲司君 

      １７番 金谷 文則君 

５ 欠席委員 

      １０番 北川 勝義君 

６ 説明のために出席した者 

      市    長  友實 武則君      副  市  長  内田 慶史君 

      総 務 部 長  前田 正之君      保健福祉部長  石原  亨君 

      教  育  長  杉山 高志君      教 育 次 長  奥田 智明君 

      総 務 課 長  原田 光治君 

７ 事務局職員出席者 

      議会事務局長  奥田 吉男君      主    幹  黒田 未来君 

８ 協議事項 １）平成28年12月第４回赤磐市議会定例会の会期、日程及び議会運営について 

       ２）一般質問について 

       ３）平成28年12月行事予定について 

       ４）地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書の提出等について 

       ５）その他 

         ・市の歌作成委員会委員の選出について 

９ 議事内容 別紙のとおり        
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              午後１時30分 開会 

○委員長（下山哲司君） それでは、皆さん御苦労さまです。 

 ただいまから第14回議会運営委員会を開会いたします。 

 本日、北川委員より欠席の申し出がありましたので御報告いたします。 

 それでは、開会に先立ち、議長より御挨拶をお願いします。 

○議長（金谷文則君） 委員長。 

○委員長（下山哲司君） 議長。 

○議長（金谷文則君） 皆さん御苦労さまでございます。いよいよ１年の最後の議会というこ

とで、その前の議会運営委員会でございます。慎重審議のほどどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（下山哲司君） ありがとうございました。 

 それでは、これから協議事項に入ります。 

 協議事項１番目、平成28年12月第４回赤磐市議会定例会の会期、日程及び議会運営につい

て。 

 はい、議会事務局長。 

○議会事務局長（奥田吉男君） それでは、本日の議会運営委員会の次第の次の１ページをお

開きいただきたいと思います。 

 平成28年12月第４回赤磐市議会定例会会期日程表の案をごらんいただきたいと思います。本

日の議会運営委員会において決定をいただきますが、まず日程でございます。 

 第１日、11月25日金曜日、午前10時から議会初日、本会議を議場で開会いたします。 

 会議録署名議員の指名につきましては、６番治徳義明議員、７番原田素代議員にお願いをい

たします。 

 会期の決定につきましては、11月25日から12月16日までの22日間でございます。 

 諸般の報告に続きまして、議案の上程がございます。このたびの議案は、報告案件が１件、

条例案件が７件、予算案件が７件、その他の案件が11件、計26議案です。 

 まず、地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告については、本会議場で直ち

に質疑を行い、報告案件のため、申し合わせ事項により委員会付託を省略いたします。 

 次に、赤磐市赤坂地域統合保育園建設工事請負契約の締結についての１件については、早期

に工事に着手したいということから、全ての上程議案の説明終了後、引き続き本会議場で質疑

の後、委員会付託を行い、本会議を暫時休憩とし、厚生常任委員会を開催していただき、再開

後に委員長報告、質疑、討論、採決をしていただく予定です。 

 続きまして、赤磐市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正す

る条例から赤磐市税条例等の一部を改正する条例までは、総務文教常任委員会に付託予定で

す。 
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 赤磐市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、厚生常任委員会に付託予定で

す。 

 赤磐市手数料条例の一部を改正する条例については、総務文教常任委員会に付託予定です。 

 赤磐市老人医療費給付条例を廃止する条例から赤磐市山陽高齢者生きがいセンターの指定管

理者の指定についてまでの３件については、厚生常任委員会に付託予定です。 

 吉井きのこ館の指定管理者の指定についてから赤磐市吉井高原・是里森林公園の指定管理者

の指定についてまでの５件については、産業建設常任委員会に付託予定です。 

 地域活動支援センターさんようの指定管理者の指定についてと地域活動支援センターよしい

の指定管理者の指定については、厚生常任委員会に付託予定です。 

 字の区域の廃止については、産業建設常任委員会に付託予定です。 

 次に、平成28年度赤磐市一般会計補正予算（第５号）については、それぞれの常任委員会へ

付託予定です。 

 平成28年度赤磐市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）から平成28年度赤磐市訪問看護

ステーション事業特別会計補正予算（第１号）までの３件は、厚生常任委員会に付託予定で

す。 

 平成28年度赤磐市簡易水道特別会計補正予算（第２号）から平成28年度赤磐市水道事業会計

補正予算（第１号）までの３件は、産業建設常任委員会に付託予定です。 

 以上が市長から提案されます議案26件であります。 

 なお、赤磐市赤坂地域統合保育園建設工事請負契約の締結については、上程議案の説明終了

後、引き続き本会議場で質疑の後、委員会付託を行い、本会議を暫時休憩とし、厚生常任委員

会を開催していただき、再開後に委員長報告、質疑、討論、採決をしていただく予定でござい

ます。 

 なお、11月25日から質疑通告の受け付け開始となります。 

 26日土曜日、27日日曜日は休会です。 

 28日月曜日は予備日といたします。 

 29日火曜日は午前10時から本会議、一般質問です。なお、質疑通告の締め切りはこの日の

17時となっております。 

 30日水曜日は午前10時から本会議、一般質問の２日目です。 

 別添の一般質問通告表をごらんいただきたいと思います。 

 お示ししておりますとおり、一般質問については９名の方から提出をされております。質問

者数の日にちごとの割り振りにつきましては、後ほど皆さんで御協議をいただきたいと思いま

す。 

 それでは、また日程表に戻っていただきまして、12月１日木曜日、２日金曜日は予備日で

す。 



- 4 - 

 ３日土曜日、４日日曜日は休会です。 

 ５日月曜日は午前10時から本会議、質疑となります。質疑終了後、議案の委員会付託。請願

につきましても、上程後、委員会付託を予定しております。 

 別添に請願・陳情文書表をつけておりますので、お開きいただきたいと思います。 

 今回は、請願が２件、陳情が３件提出されております。 

 まず、請願に関しましては、請願第１号については、平成28年11月１日に持参をされまし

た。件名は、「地域の実情に応じた医療提供体制の確保を求める」請願書でございます。請願

者は、岡山市北区下伊福西町１－53、岡山県医療労働組合連合会執行委員長山本鈴子様です。

紹介議員は福木京子議員で、付託委員会は厚生常任委員会です。 

 請願第２号は、平成28年11月14日に持参をされました。件名は、年金の毎月支給を求める請

願です。請願者は、赤磐市山陽１－３－30、全日本年金者組合岡山県本部赤磐支部委員長河重

正昭様です。紹介議員は丸山明議員、保田守議員、福木京子議員です。付託委員会は厚生常任

委員会です。 

 続きまして、陳情につきましては、平成28年９月15日に持参されました。件名は、市費学校

勤務職員の処遇に関する要望書です。陳情者は、赤磐市校長会会長中西伸司様及び同校長会の

幹事長平田俊治様です。 

 続きまして、平成28年９月27日に持参されました。件名は、中国共産党政府による法輪功迫

害の停止と臓器の強制摘出の停止のため日本政府の正義の行動を求めることに関する陳情書で

す。陳情者は、岡山市東区瀬戸町瀬戸４－39、生熊禮子様です。 

 続きまして、平成28年11月10日に持参されました。件名は、陳情書です。提出者は、赤磐市

沼田864－２、赤磐市建設業協会会長大守上司様です。陳情の取り扱いにつきましては、申し

合わせ事項により議員の皆様に写しを配付しておりますので、御確認をいただきたいと思いま

す。 

 続きまして、会期日程表に戻ります。 

 ６日火曜日は予備日です。 

 ７日水曜日は午前10時から総務文教常任委員会です。 

 ８日木曜日は午前10時から厚生常任委員会です。 

 ９日金曜日は午前10時から産業建設常任委員会です。この日から討論通告の受け付けを開始

いたします。 

 10日土曜日から15日木曜日までの６日間は休会です。ただし、12日月曜日は予備日といたし

ます。15日木曜日の17時が討論通告の締め切りとなります。 

 16日金曜日は午前10時から本会議最終日で、委員長報告の後、質疑、討論、採決を行いま

す。 

 なお、今回提出されております請願が採択された場合につきましては、意見書等の発議をお
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願いすることになりますのでよろしくお願いをいたします。 

 最後に、委員会の閉会中の継続調査及び審査について議長から発議を行いまして、12月議会

の日程が終了の予定です。 

 以上が現在予定されております12月議会の会期日程案でございます。よろしくお願いをいた

します。 

○委員長（下山哲司君） ありがとうございました。 

 ただいま説明がございました12月議会の日程案につきまして何か御意見ございませんか。 

○議長（金谷文則君） 委員長。 

○委員長（下山哲司君） はい、議長。 

○議長（金谷文則君） 25日の本会議の中での日程で、優先して赤坂の統合保育園の工事請負

の締結についてがありまして、最後にまたそれを委員会付託して、また委員会をして、質疑、

討論、採決というようなことの予定になっておりますけども、この間厚生の委員会にもちょっ

と出させてもらったところでは、入札が無事に今回できたということの報告のようでございま

して、できたらここでやって、今度全体の中の質疑の中で、もし問題があれば質疑でもしてい

ただいたらどうかというふうなことを思いまして、ちょっと御意見をさせていただきますがい

かがでございましょうか。 

○委員長（下山哲司君） ただいま議長のほうから委員会を省略して本会議でという提案がご

ざいました。担当委員長のほうはどういうふうにお考えですか。 

○委員（原田素代君） 私もそう考えておりました。 

○委員長（下山哲司君） はい。委員長はそれでいいと。 

○委員（原田素代君） はい。委員会のほうでも幾らか議論しましたが、いろいろな御意見が

ありましたけれども、私としても今議長がおっしゃるような形で進めていただけることはいい

と思っております。 

○委員長（下山哲司君） それでは、副市長のほうにお尋ねするんですけど、入札が済んで審

査が過程的にはどういう状況になってるか、その報告をいただいて決定したいと思いますの

で。 

○副市長（内田慶史君） 委員長。 

○委員長（下山哲司君） はい、副市長。 

○副市長（内田慶史君） それでは、赤坂地域の統合保育園の建設工事につきましては、今月

の16日の日、午前９時から入札の開札を行いました。で、その後、午後３時から各部次長で構

成をされます入札調査委員会を開催をいたしまして、入札の経過並びに結果につきまして審査

を行いました。 

 その結果、特に問題はなく、全会一致で株式会社大森工務店が落札したと決定をいたしてお

ります。したがいまして、ただいま仮契約の準備を進めておりまして、今月の25日開催の本会



- 6 - 

議におきまして契約の議決のほうをいただく予定といたしております。 

 以上が経過でございます。 

○委員長（下山哲司君） ありがとうございました。 

 今、説明が副市長のほうからございまして、審査も終了しとるということで、25日に議決の

ほうをということで予定してよろしいでしょうか、皆さん。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下山哲司君） それでは、局長、そのように取り計らいをお願いいたします。 

○議会事務局長（奥田吉男君） はい。 

○委員長（下山哲司君） 他にございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下山哲司君） なければ次へ進んでよろしいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下山哲司君） それでは、続いて協議事項２番目、一般質問について。 

 議会事務局長。 

○議会事務局長（奥田吉男君） それでは、お手元に先ほどの一般質問の通告表のほうをお配

りしておりますので、ごらんいただきたいと思います。 

 先ほど申し上げたとおり、９名の方から今回一般質問が出ております。日程といたします

と、２日間という形で人数の質問者数の割り振りを御協議いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（下山哲司君） ありがとうございました。 

 ただいま説明がございました９名の方より一般質問が出ております。割り振りのほうをどの

ようにいたしましょうか。御意見がございましたら。 

 はい、副議長。 

○副議長（岡崎達義君） ５人、４人がいいと思います。 

○委員長（下山哲司君） ただいま５人、４人という御意見がありましたが、そのように取り

計らってよろしいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下山哲司君） それでは、局長、５人、４人ということで手配をお願いいたしま

す。 

○議会事務局長（奥田吉男君） はい。 

○委員長（下山哲司君） 続きまして、協議事項３番目、平成28年12月行事予定について。 

 はい、議会事務局長。 

○議会事務局長（奥田吉男君） それでは、お手元の資料に基づいて御説明をいたします。 

 先ほど審議いただきました議会の日程につきましては省略をさせていただきます。行事予定
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のみ御紹介を差し上げまして、場所、出席者についてはそちらに記載してあるとおりでござい

ます。 

 まず、12月１日木曜日10時からドリーム・プラネットあかいわの落成式がございます。 

 ２日金曜日９時半から赤磐市社会福祉協議会理事会が開催されます。同日19時から桜が丘い

きいき交流センターの運営委員会が開催されます。 

 ３日土曜日は９時半から赤磐市民生委員児童委員感謝状贈呈及び委嘱状の伝達式が行われま

す。 

 ４日日曜日は８時50分から赤磐産品展示即売会が開催されます。同日13時から人権を考える

つどいが開催されます。 

 15日木曜日13時30分から赤磐市社会福祉協議会評議員会が開催されます。 

 20日火曜日９時から例月出納検査がございます。 

 21日水曜日13時30分からＡＭＤＡとの連携協力協定の締結式が行われます。 

 26日月曜日は、組合議会が和気の役場のほうで開催されます。まず、10時から和気・赤磐し

尿処理施設一部事務組合議会、11時から和気老人ホーム組合議会、13時から和気北部衛生施設

組合議会、15時から東備農業共済事務組合議会の予定でございます。 

 27日火曜日は10時から議会運営委員会のほうを開催をいたします。 

 年を越しまして１月８日でございますが、11時から赤磐市の成人式が行われます。 

 御説明は以上です。 

○委員長（下山哲司君） ありがとうございました。 

 続きまして、総務部長。 

○総務部長（前田正之君） それでは、引き続きまして市の行事予定につきまして、先ほどの

議会の日程に準じまして日時、要件のほうを説明させていただきます。 

 12月１日木曜日10時からはドリーム・プラネットあかいわの落成式。 

 ３日土曜日９時30分からは赤磐市民生委員児童委員感謝状贈呈及び委嘱状伝達式でありま

す。 

 ４日日曜日は８時50分から赤磐産品展示即売会。同じく10時からは早島町町制施行120周年

記念式典へ出席をいたします。13時からは人権を考えるつどいがございます。 

 ６日火曜日14時からは赤磐市公共交通会議を開催いたします。 

 10日土曜日13時30分からは自治連合会全体研修会を開催いたします。 

 11日日曜日11時からクリスマス・カップリングパーティーが開催されます。 

 14日水曜日10時からは市長対話室、15時からは災害時における法律相談業務に関する協定締

結式をとり行います。 

 15日木曜日は15時から和気・赤磐し尿処理施設一部事務組合正副管理者会議、東備農業共済

事務組合正副管理者会議、和気老人ホーム組合正副管理者会議、和気北部衛生施設組合正副管
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理者会議がございます。15時からは教育委員会会議が開催されます。 

 19日月曜日は10時から赤坂地域統合保育園（認定こども園）の名称の選考委員会が開催され

ます。13時30分からは田原用水役員会。 

 21日水曜日13時30分からはＡＭＤＡとの連携協力協定締結式をとり行います。 

 22日木曜日は13時から赤磐市地域医療ミーティング推進協議会を行います。 

 26日月曜日は10時から和気・赤磐し尿処理施設一部事務組合議会、11時から和気老人ホーム

組合議会、13時からは和気北部衛生施設組合議会、15時からは東備農業共済事務組合議会。 

 28日水曜日17時15分からは仕事納めとなります。19時からは年末夜警出発式を予定いたして

おります。 

 年が変わりまして、１月４日水曜日は８時10分から仕事始め式をとり行います。 

 また、８日日曜日11時からは赤磐市成人式を挙行いたします。 

 以上が市の行事予定となっております。よろしくお願いします。 

○委員長（下山哲司君） ありがとうございました。 

 ただいま説明がございました12月行事予定案について皆さん御意見ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下山哲司君） なければ次に進んでよろしいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下山哲司君） それでは、続きまして協議事項４番目、地方議会議員の厚生年金へ

の加入を求める意見書の提出等について。 

 はい、議会事務局長。 

○議会事務局長（奥田吉男君） それでは、お手元の資料の別冊になっておるかと思うんです

けど、全国市議会議長会の会長から依頼文が来ております。 

 10月14日に開催された被用者年金制度加入推進会議において、地方議会議員においても厚生

年金に加入できるようにするための法整備を早急に実現するよう、引き続き関係機関に要望す

ることを決定し、その実現に向けて取り組んでいくことを確認したところであります。 

 各市議会におかれましては、この趣旨を御理解いただき、厚生年金への加入の実現に向け、

12月定例会において意見書を議決の上、国会、関係行政庁に提出してくださるとともに、地元

選出の国会議員に対し要望するなど、積極的に対応をいただきますようお願いしますという案

件になっております。 

 ２ページのほうの資料を見ていただきますと、厚生年金への加入を求める意見書の素案が送

られてきております。 

 読み上げます。 

 地方創生が我が国の将来にとっても重要な政治課題となり、その実現に向け大きな責任を有

する地方議会の果たすべき役割はますます重要となっている。このような状況の中で、地方議
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会議員はこれまで以上に地方行政の広範かつ専門的な諸課題についても住民の意向をくみと

り、的確に執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められている。 

 また、地方議会議員は議会活動のほか、地域における住民ニーズの把握等、さまざまな議員

活動を行っており、近年においては都市部を中心に専業化が進んでいる状況にある。一方で、

統一地方選挙の結果を見ると、投票率が低下傾向にあるとともに、無投票当選者の割合が高く

なるなど、住民の関心の低さや地方議会議員のなり手不足が深刻な問題となっている。よっ

て、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員の

厚生年金加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望するというひな形になっておりま

す。 

 その資料の３ページを見ていただきたいと思います。 

 全国議長会の年金推進会議が決定した内容ではあるんですけど、一番下から各地区の議会で

の取り組みという内容が指示をされております。 

 意見書の提出として、12月定例会において意見書のほうの議決をお願いしたいと。それか

ら、その意見書の議決を経て地元の国会議員等にも要望をしてほしいというものになっており

ます。 

 この経過を申し上げますと、お手元の資料の６ページのほうを開いていただきたいと思いま

す。 

 こちらに、ＱアンドＡ方式でこの年金制度についての内容が書いてあります。 

 平成23年６月に地方議会議員の年金制度が廃止されております。その後、国会の委員会にお

きまして地方議会議員の年金制度の廃止後、おおむね１年程度をめどに地方公共団体の長の取

り扱い等を参考として、国民の政治参加や地方議会における人材確保の観点を踏まえて、新た

な年金制度について検討を行うこととするという附帯決議がなされております。 

 先ほどの意見書にありますとおり、新しい議員さんも将来的に不安なく議員活動ができるよ

うにと、将来にわたっての制度の改革という形での取り組みがなされております。 

 12月定例でということではございますが、うちの議会においても御協議をいただきたいとお

願い申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（下山哲司君） ありがとうございました。 

 ただいま説明がございました……。 

○議会事務局長（奥田吉男君） 済いません、１点、委員長。 

○委員長（下山哲司君） はい。 

○議会事務局長（奥田吉男君） 済いません、１点、申しおくれておりました。 

 岡山県内の他市の取り組み状況ということで聞き取りをいたしております。どことの議会に

おきましても、12月議会で取り組むかどうかということを検討中というところが他市の状況で
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ございまして、どことも12月議会の他市の状況を見ながら考えるという状況であるということ

を御報告いたします。 

 以上です。 

○委員長（下山哲司君） ありがとうございました。 

 今、局長のほうより説明がございました地方議会議員の厚生年金への加入について皆さんの

御意見はございますか。 

 ありますか。 

○委員（原田素代君） 今、突然言われても意味がわからないんですが、この議会で議論する

ことになるんですか。これはどういう扱いになるんですか。 

○委員長（下山哲司君） 今、説明がございましたのは、この12月議会で、さっきあった議決

をしてほしいという要請でございますので、それについて沿ってやるか、それともまだ他市の

状況も決まってないんで、その状況を見ながらやるかということでございますので、やってほ

しいという、議決をしてほしいという要請ではございます。要請を聞くか聞かないかというと

ころだと思いますけど。 

○委員（原田素代君） いや、お尋ねしたのは、要するに……。 

○委員長（下山哲司君） 原田委員。 

○委員（原田素代君） これはどこで議論されるんですか、今の説明。 

○委員長（下山哲司君） 全協です。 

○委員（原田素代君） 全協で決める。 

○委員長（下山哲司君） はい。 

○委員（原田素代君） 全協で決めるんですか。 

○委員長（下山哲司君） はい。全協で議長が扱いとして皆さんに御相談を申し上げるとい

う。一応、ここで御意見ございましたらお聞きしてもいいんですけど、もうそういうことでご

ざいますので、議長のほうにお願いするということで、ここで議運で決めればそれでもう、こ

の場は終わります。 

○委員（原田素代君） わかりました。 

○委員長（下山哲司君） それでは、議長のほうにお願いをするということでよろしいでしょ

うか。 

○議長（金谷文則君） 提案するということですね。 

○委員長（下山哲司君） はい、議長。 

○議長（金谷文則君） 提案を皆さんに申し上げるということでよろしいですね。 

○委員長（下山哲司君） そうです、そうです。 

○議長（金谷文則君） はい、わかりました。 

○委員長（下山哲司君） はい、皆さんに御提案をしていただいて、相談をしていただくとい
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う。 

○議長（金谷文則君） はい、わかりました。 

○委員長（下山哲司君） よろしくお願いします。 

 続きまして、協議事項５番目、その他について。 

 はい、議会事務局長。 

○議会事務局長（奥田吉男君） それでは、お手元の資料の４ページをお開きいただきたいと

思います。 

 赤磐市長から赤磐市の歌作成委員会の推薦ということで、推薦依頼が来ております。 

 お手元の資料の次のページ、５ページ目に赤磐市の歌作成委員会の設置要綱がございます。

で、ここの３番がその組織でございます。３条によりまして、学識経験者それから市民団体等

の代表者、それから市長が特に必要と認める者という者で５名以内で構成するという内容の中

で、その設置要綱の第３条２項の第３号によりまして、議会からの推薦を求められております

ので、皆様で御協議いただきたいと思います。 

○委員長（下山哲司君） ありがとうございました。 

 ただいま説明がございました赤磐市の歌作成委員会委員の推薦についてということで。 

 済いません、勘違いしておりました。 

 その中で、議会で１名の推薦をお願いしたいということでございますので、どのように取り

扱いをさせていただいたらよろしいでしょうか。 

○委員（原田素代君） ちょっと聞きたいんですけど。 

○委員長（下山哲司君） 原田委員。 

○委員（原田素代君） その上に設置要綱ができていて、３条の２に５人で構成されるうち３

つの分野からということになってますけど、議会から１人っていうのはこの１、２、３のどこ

にはまるんですか。 

○議会事務局長（奥田吉男君） 委員長。 

○委員長（下山哲司君） はい、局長。 

○議会事務局長（奥田吉男君） 私どもがお聞きしておりますのは、(3)前２号に掲げる者の

ほか、市長が必要と認める者、ここで推薦をというふうに依頼を受けております。 

○委員（原田素代君） ああそうですか、わかりました。 

○委員長（下山哲司君） この部署的でいえばそこしかないということで御理解を。 

○委員（原田素代君） そうですね、はい。 

○委員長（下山哲司君） 議長に一任をお願いをするということでお取り計らいを思うんです

が、私としては。 

 はい、議長。 

○議長（金谷文則君） 一任をということの前に、意見として、所管が総務で今までこの関係
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をやっておられるので、できましたら総務の委員会のほうで適任者を選んでいただいて、その

方を議会推薦という形でお願いできればと思うんですが、そのようにお取り計らいをいただけ

ればと思います。 

○委員長（下山哲司君） それでは、今議長のほうから総務委員会のほうでということでござ

いますので、次の委員会がありますので、そのときに決めていただくということでよろしいで

すか、皆さん。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下山哲司君） それでは、そういうことで取り計らせていただきます。 

 続きまして、次に委員会の閉会中の継続調査及び審査について御確認をお願いしたいと思い

ます。 

 お手元配付しております資料６ページの表のとおり、議長に対し閉会中の継続調査及び審査

の申し出をいたしたいと思いますが、これでよろしいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下山哲司君） それでは、そのように申し出をいたします。 

 以上をもちまして……。 

○委員（原田素代君） あと、委員長、済いません。１つお尋ねしたいんですが。 

○委員長（下山哲司君） 原田委員。 

○委員（原田素代君） 先ほど事務局長のほうから説明があったように、陳情・請願のこの一

覧の中に、陳情の扱いですので当然従来の申し合わせでは、一番上です、市費学校勤務職員の

処遇に関する要望書、これも閲覧のみということで取り扱いにはならないのだろうというのは

承知の上でお尋ねするんですが、中身の問題としてちょっとこれはほかの陳情と同じように扱

うような判断でいいんでしょうかということが私の問題意識にありまして、担当委員会のほう

とかこのことについてしっかり取り上げて対応について考えたほうが議会としていいのではな

いかとは思うのですが、そういうことについては一応議運の中で語れないのですか。もしくは

私はそう思うのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（下山哲司君） 議会運営といたしましては、請願・陳情については今までのパター

ンを決めておりますので、それ以外のことをするということになれば、議長と相談をして、ま

た別のあれを考えにゃいけんので、とりあえずはそのパターンしかございませんので。 

○委員（原田素代君） そうですか。じゃあ、別途考えなさいと、わかりました。 

○委員長（下山哲司君） よろしいですか。 

○委員（原田素代君） はい。 

○委員長（下山哲司君） それでは、以上をもちまして第14回議会運営委員会を閉会といたし

ます。 

 ありがとうございました。 
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